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別
表
第
三
中
「
文
部
科
学
省
所
轄
機
関
（
国
立
特
殊
教

育
総
合
研
究
所
を
除
く
。）」
を「
国
立
教
育
政
策
研
究
所
」

に
、「
所
轄
機
関
評
議
員
会
」
を
「
国
立
教
育
政
策
研
究
所

評
議
員
会
」
に
改
め
、
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所
及
び

国
立
女
性
教
育
会
館
の
項
、
文
化
庁
施
設
等
機
関
の
項
並

び
に
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
備
考
中

「
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
」
及
び
「
、
入
試
セ
ン
タ
ー
運

営
委
員
で
構
成
す
る
会
議
」
を
削
る
。

別
表
第
四
中
「
文
部
科
学
省
所
轄
機
関
、
国
立
女
性
教

育
会
館
及
び
文
化
庁
施
設
等
機
関
」
を
「
国
立
教
育
政
策

研
究
所
」
に
改
め
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次

号
に
お
い
て
同
じ
。）を
既
に
設
置
し
て
い
る
者
（
放

送
大
学
学
園
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
、

当
該
大
学
又
は
当
該
大
学
の
学
部
を
廃
止
し
、
そ
の

職
員
組
織
、
施
設
、
設
備
等
（
以
下「
職
員
組
織
等
」

と
い
う
。）を
基
に
、
そ
の
収
容
定
員
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
他
の
大
学
又
は
他
の
大
学
の
学
部
を
設
置
し

よ
う
と
す
る
場
合

二

大
学
を
既
に
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
大
学
の

学
部
又
は
当
該
大
学
の
学
部
の
学
科
を
廃
止
し
、
そ

の
職
員
組
織
等
を
基
に
、
当
該
大
学
の
収
容
定
員
の

増
加
を
伴
う
こ
と
な
く
、
当
該
大
学
に
他
の
学
部
を

設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合

三

短
期
大
学
を
既
に
設
置
し
て
い
る
者
（
放
送
大
学

学
園
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
、
当
該
短

期
大
学
又
は
当
該
短
期
大
学
の
学
科
を
廃
止
し
、
そ

の
職
員
組
織
等
を
基
に
、
そ
の
収
容
定
員
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
他
の
短
期
大
学
又
は
他
の
短
期
大
学
の

学
科
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合

５

第
一
項
の
申
請
は
、
短
期
大
学
を
既
に
設
置
し
て
い

る
者
が
、
当
該
短
期
大
学
の
職
員
組
織
等
を
基
に
、
当

該
短
期
大
学
の
収
容
定
員
の
増
加
を
伴
う
こ
と
な
く
、

当
該
短
期
大
学
に
他
の
学
科
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

認
可
申
請
書
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
第

二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
て
、
開
設
年
度
の
前
年
度
の
十
月
三
十
一

日
ま
で
に
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
削
り
、
第
七
条
を
第
四
条

と
し
、
第
七
条
の
二
を
第
五
条
と
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を「
及
び
第
六
項
」

に
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。

第
八
条
の
二
を
第
七
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」に
改
め
、

「
、
第
七
条
、
第
八
条
」
を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
と
す

る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
五
号
。
以
下
「
研
究

所
法
」
と
い
う
。）第
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
研

究
に
関
す
る
事
項

二

研
究
所
法
第
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
研
修
に

関
す
る
事
項

三

研
究
所
法
第
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
研
究
の

成
果
の
普
及
及
び
促
進
に
関
す
る
事
項

四

研
究
所
法
第
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
図
書
そ

の
他
の
資
料
及
び
情
報
の
収
集
、
整
理
、
保
存
及
び

提
供
に
関
す
る
事
項

五

研
究
所
法
第
十
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
相
談
、

助
言
、
指
導
及
び
援
助
に
関
す
る
事
項

六

業
務
委
託
の
基
準

七

競
争
入
札
そ
の
他
契
約
に
関
す
る
基
本
的
事
項

八

そ
の
他
研
究
所
の
業
務
の
執
行
に
関
し
て
必
要
な

事
項

（
中
期
計
画
の
作
成
・
変
更
に
係
る
事
項
）

第
二
条

研
究
所
は
、
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
中
期
計
画
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
中
期
計
画
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
当
該
中
期
計

画
の
最
初
の
事
業
年
度
開
始
三
十
日
前
ま
で
に
（
研
究

所
の
最
初
の
事
業
年
度
の
属
す
る
中
期
計
画
に
つ
い
て

は
、
研
究
所
の
成
立
後
遅
滞
な
く
）、
文
部
科
学
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

研
究
所
は
、
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
中
期
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
中
期
計
画
記
載
事
項
）

第
三
条

研
究
所
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
二
項
第
七

号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

国
立
久
里
浜
養
護
学
校
と
の
協
力
に
関
す
る
事
項

二

施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
事
項

三

人
事
に
関
す
る
計
画

四

中
期
計
画
期
間
を
超
え
る
債
務
負
担

（
年
度
計
画
の
作
成
及
び
変
更
）

第
四
条

研
究
所
に
係
る
通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の

年
度
計
画
に
は
、
中
期
計
画
に
定
め
た
事
項
に
関
し
、

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

研
究
所
は
、
通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
年
度
計
画
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
変
更
し

た
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
を
文
部
科

学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
事
業
年
度
の
業
務
実
績
の
評
価
に
係
る
事
項
）

第
五
条

研
究
所
は
、
通
則
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
各
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い

て
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
年
度
計
画
に
定
め
た
項
目
ご
と
に
そ
の

実
績
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
当
該
事
業
年
度
の
終

了
後
三
月
以
内
に
文
部
科
学
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
中
「
文
部
科
学
省
所
轄
機
関
（
国
立
特
殊
教

育
総
合
研
究
所
を
除
く
。）」
を「
国
立
教
育
政
策
研
究
所
」

に
改
め
、「
及
び
第
九
十
二
条
第
二
項
」
を
削
り
、「（
以
下

「
所
轄
機
関
評
議
員
会
」
と
い
う
。）」
を「（
以
下
「
国
立

教
育
政
策
研
究
所
評
議
員
会
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
国

立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所
及
び
国
立
女
性
教
育
会
館
の

項
、
文
化
庁
施
設
等
機
関
の
項
並
び
に
大
学
入
試
セ
ン

タ
ー
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
中
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
二
十
六
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

八
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の

申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

町
村

´
孝

大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
三
年
文
部
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

４

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
が
第
一
項
の
申
請
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
者
は
、第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

書
類
（
医
科
大
学
等
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
加
え
て
前
項
各
号
に
掲

げ
る
書
類
）
を
、
開
設
年
度
の
前
年
度
の
七
月
三
十
一

日
ま
で
に
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
二
十
七
号

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）

第
六
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
私
立
学
校
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

町
村

´
孝

私
立
学
校
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

私
立
学
校
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
文
部
省
令
第

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
五
項
中
「
設
置
し
て
い
る
私
立
大
学
」
の
下

に「（
私
立
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。）」
を
加
え
、「
他
の
大
学
」
を
「
他
の
私
立
大
学
又
は

私
立
短
期
大
学
」
に
改
め
、「
設
置
す
る
場
合
」
の
下
に

「
、
又
は
当
該
学
校
法
人
が
設
置
し
て
い
る
私
立
短
期
大

学
に
、
そ
の
職
員
組
織
、
施
設
、
設
備
等
（
第
十
項
に
お

い
て
「
職
員
組
織
等
」
と
い
う
。）を
基
に
、
当
該
短
期
大

学
の
収
容
定
員
の
増
加
を
伴
う
こ
と
な
く
、
他
の
学
科
を

設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
」
を
、「
の
学
部
の
学
科
」
の
下

に
「
又
は
私
立
短
期
大
学
の
学
科
」
を
加
え
、「
設
置
す
る

学
部
の
学
科
」
を
「
設
置
す
る
私
立
大
学
の
学
部
の
学
科

又
は
私
立
短
期
大
学
の
学
科
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中

「
、
施
設
、
設
備
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
二
十
八
号

独
立
行
政
法
人
通
則
法（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第

七
号
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第

三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
、
第
三

十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
並
び

に
第
五
十
条
、
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理

に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政

令
第
三
百
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
独
立
行
政
法
人

通
則
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措

置
に
関
す
る
政
令（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）

第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す

る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所
に

関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

町
村

´
孝

独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所
に
関

す
る
省
令

（
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所

（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。）に
係
る
独
立
行
政
法
人

通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
「
通
則

法
」
と
い
う
。）第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定

め
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
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